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１．協働事業とは　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 

「こんな阪南市にしたい！」と市民公益活動団体及び事業者（以下、「団体等」と

いう。）と市が、お互いの立場を理解し、それぞれが持っている専門性や柔軟性を活

かして、単独で実施するよりも効果的な事業を行い、住みよいまちづくりをめざし、

共に力を合わせて活動することです。 

協働事業の形態としては、 

n 委託（事業の目的や手法に基づき契約し、事業を実施していくもの） 

n 共催（複数の主体が主催者となり、役割分担を行い事業を実施していくもの） 

n 事業協力（公益活動を行っている団体に対して、支援を行うもの） 

n 実行委員会（目的を達成するため、市民や行政など各主体が構成員となった実

行委員会が主催となり事業を実施していくもの） 

n 補助（公益活動を行っている団体に対して、資金的支援を行うもの） 

などが考えられます。 

協働による効果を最大限に得られるようにするためには、最適な手法を選択するこ

とが大切です。また、その手法も固定するのではなく、協働を行っていくパートナー

により、柔軟に変えていく必要があります。 

 

２．協働が必要な理由　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

全国的に人口減少が進行し、市民と行政が地域課題や社会的課題を共有し、その課

題解決や改善のため、市民・事業者・行政が協働して取り組むことが重要かつ必要と

なっています。また、財政の危機や我々の生活の多様化により、行政だけではカバー

できないところを団体等と力を合わせて共に取り組んでいくことも必要です。 

　本市では、これまでも協働によるまちづくりを推進し、地域全体で生活を支え合う

ことができるように、公民協働のまちづくりに取り組んでいます。 

今後、地域において、持続可能なまちづくりを進めていくには、住む人にとっての

「まちの価値」を高めていく必要があり、自発的にまちの未来を切り開いていくこと

が求められています。 
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３．「市民協働・共創事業提案制度」とは　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

団体等と行政が協働で行う事業の提案を募集し、採択された事業を実施する制度。

次のA・Bの２種類の事業提案を募集します。 

 

 

 
部門 Ａ「市民自由提案部門」 Ｂ「市設定テーマ部門」 

 内　　容 団体等の自由な発想によって具体

的な協働事業を提案するもの

市が提示したテーマに対して団体等が具

体的な協働事業を提案するもの 

（募集テーマの詳細は１５ページをご参

照ください）

 経費の種別 委託費　／　補助金 委託費

 経　　費
委託費の場合 

⇒契約金額内での実施 

 

補助金の場合 

⇒1 事業当たり 50 万円 

複数の応募があった場合、審査の

上、１事業を採択します。 

提示する金額での実施 

 

※現時点において、予算措置の目途はあ

るものではありません。 

委託金額（予定）を記載しているので、

その金額内で、協議を行いながら、より

良いものを検討していきましょう。

 ※現時点において、予算措置の目

途はあるものではありません。 

※本事業の実施に当たっては、予

算に関する議決が必要となりま

す。

 契約等の期間 単年度／複数年度（最大３年間の複数年契約）
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４．応募から実施までの流れ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 

協働事業を提案する場合の応募から実施までの流れは次のとおりです。 

 

A．市民自由提案部門 

（委託費・補助金）

B．市設定テーマ部門 

（委託費）

事前相談の申し込み／事業や制度に関する質疑照会

事務局（市民共創課）に 

事前相談の申し込みを行ってください 

事業提案書の仮提出（５月１日～６月6 日）

事務局に事業提案書を提出してください 

提出書類： 

①阪南市市民協働・共創事業提案申込書（様式第１号） 

②阪南市市民協働 ・共創事業企画書（様式第２号） 

③団体概要書（様式第３号） 

事業提案書の正式提出（６月7 日～６月３０日）

事務局に事業提案書を提出してください 

提出書類： 

①阪南市市民協働・共創事業提案申込書（様式第１号） 

②阪南市市民協働・共創事業企画書（様式第２号） 

③団体概要書（様式第３号） 

④団体の定款、規約又は会則その他これらに類するもの 

⑤団体の役員名簿（名前、住所、団体での役職名、経歴及び活動がわかるもの） 

⑥団体の経営状況を示す資料（当該年度の予算書、前年度の収支決算書） 

⑦団体の活動状況を示す資料（当該年度の事業計画書、前年度の事業報告書） 

⑧その他市長が必要と認める書類（会報、新聞の切抜、活動の様子の写真など） 

事務局へ正式提出前に 

事前協議の申込みを行ってください

協議の申込み
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※　市民自由提案〔補助金〕の場合、事業開始後に、補助金の交付
請求を行ってください。 

※いずれも、市民協働・共創事業の成否は、提案者と事業担当者との綿密な事

前協議や打合せが重要になってきます。 

 

団体等×事業担当課のプレゼン 

 

公開プレゼンテーション（７月中旬～下旬）

審査・選考

事業実施に向けた協議

予算要求・議会での予算可決

事業の開始（翌年４月～）※場合によってはそれ以前も可。

事業報告会・評価（翌々年３月～）

協議書の提出

事務局へ成案化に向けた協議の内

容について協議書を提出してくだ
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５．提案・応募できる事業について　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　提案・応募できる事業は、阪南市市民協働・共創事業提案制度実施要綱（以

下「実施要綱」という。）第４条に規定する要件をすべて満たしていることが

必要です。 

①団体等が当該事業を企画し、市との協働により実施可能な事業であること。 

②協働の役割分担が明確かつ適正で、実施することにより相乗効果を生み出

すことができ、具体的な効果や成果が期待できる事業であること。 

③予算の見積り等が適正である事業であること。 

④阪南市総合計画の方向性に沿った事業であること。 

ただし、次のいずれかに該当する場合は事業の提案はできません。 

ア　法令、条例等に違反するもの 

イ　営利を主たる目的とするもの 

ウ　公序良俗に反するもの 

エ　市の施策への要望並びに団体の運営への支援を求めるもの 

 

６．提案・応募できる団体等について　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 

提案・応募できる団体等は、次の要件をすべて満たしていることが必要で

す。（実施要綱第３条） 

①ア）市内に事務所又は活動場所を有する団体等 

イ）市内に事務所又は活動場所を有さない団体等 

※イ）の場合：市内に事務所又は活動場所を有する団体等と共同提案を

行うこと 

　②原則、５人以上で構成し、１年以上の活動実績があること。 

③組織の運営に関する定款、規約又は会則等の定めを有していること。 

④適切な会計処理が行われていること。 

⑤原則として、市より事業に関する補助金の交付を受けていないこと。 

⑥特定の公職にある者若しくは候補者又は政党を推進し、支持し、又はこれ

らを反対することを目的とする団体ではないこと。 

⑦暴力団又は暴力団若しくはその構成員の統制下にある団体でないこと。 
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⑧その他公序良俗に反する団体でないこと。 

※詳細（事業者の要件等）については、（実施要綱３条）をご参照ください。 

７．市民自由提案（補助金）における経費の考え方　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

事業費については、算出根拠を明確にした上で、必要経費を積算する必要がありま

す。また、補助金交付の場合、交付金額よりも実績額が少ない場合、差額は返還してい

ただきます。 

 

【補助対象となる経費／ならない経費の主な例】 

＜注意事項＞ 

※「対象事業に必要な経費のみ」補助対象となります。 

※支出に関する領収書等については、「３年間」保管いただきますようお願いします。 

※備品や器具を購入する場合は、申請時にご相談ください。 

 経費項目 対象経費 対象外経費（原則）

 
報酬

対象事業に従事したスタッフへの

報酬

対象事業に従事しないスタッフへの報

酬

 

報償費
対象事業にかかる外部講師等への

謝金

対象事業にかかわらない外部講師等へ

の謝金

 旅費・交通

費

対象事業に必要な講師・ボランテ

ィア等の交通費

対象事業に直接関係しないもの（団体構

成員の定期券代等）

 

消耗品費
対象事業に必要な事務用品・備

品・機材等

対象事業に直接関係しない事務用品・備

品・機材等

 

印刷費
対象事業のためのチラシ・ポスタ

ー等の印刷費

対象事業以外の印刷費等

 

通信運搬費
対象事業のためのチラシ・ポスタ

ー等の送料等

電話代、インターネット通信費、会報等

の送料等

 

保険料
対象事業の参加者・ボランティア

等の保険料

対象事業にかかわらない保険料

 物品 

購入費用

備品購入費（補助額の２割以内） 個人所得となる備品の購入、修繕費用等
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８．提案・応募の手続き　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

本要領５ページ～６ページに記載の「４．応募から実施までの流れ」をご参照

ください。 

 

（１）手続きの順序 

①事前相談／事業や制度に関する質疑照会 

募集要領やチラシなどでご不明なことは遠慮なくお問い合わせください。な

お、事業の詳細については、事業担当課へお問合せください。 

 

②仮提出〔６月 6 日（金）〆切〕 

※（２）提出書類のうち①～③の提出必須（「担当課意見」は不要です。） 

事業の概案が固まれば、（２）提出書類①～③を事務局に提出してくださ

い。提出方法は、（３）を参照。 

※仮提出が無い場合、以後の手続きには進めません。 

事務局にて仮提出書類を確認した後、提案団体と事業担当課に対して、正

式書類の提出について通知します。 

 

③事前協議 

提案を正式提出される場合は、より具体的な提案とするため、事前に事業担

当課と協議を行ってください。 

ただし、同一事業に複数の団体から提案されることも考えられるため、公平

性を確保する観点から、アイデアの内容に関する助言はいたしかねます。 

※提案者と事業担当課との事前協議は、手続きの中で、最も重要

な手続きとなります。両者で綿密な協議や打合せを行いましょう。 

 

④正式提出〔６月３０日（月）〆切〕 

提案する事業の実現性や効果などを提案団体と事業担当課と協議の上、提出

書類の加筆修正の後に、事務局へ正式提出してください。 

※「担当課意見」を記載した上で、ご提出ください。 
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（２）提出書類 

提案・応募時に必要な書類は次のとおりです。（実施要綱第８条） 

①阪南市市民協働・共創事業提案申込書（様式第１号） 

②阪南市市民協働・共創事業企画書（様式第２号） 

③団体概要書（様式第３号） 

④定款、規約又は会則その他これらに類するもの 

⑤役員名簿（名前、住所、団体での役職名、経歴及び活動がわかるもの） 

⑥団体の経営状況を示す資料（当該年度の予算書、前年度の収支決算書） 

⑦団体の活動状況を示す資料（当該年度の事業計画書、前年度の事業報告書） 

⑧その他市長が必要と認める書類（会報、新聞の切抜、活動の様子の写真な

ど） 

（注）提出いただいた書類は返却しません。 

 

（３）提出方法・提出先 

持参・郵送・メールのいずれかの方法で、事務局に 1 部提出してくださ

い。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事務局＜未来創生部　市民共創課＞（本庁 2 階・23 番窓口） 

l 郵送（〒599-0292　住所不要） 

l メール( s-kyousou@city.hannan.lg.jp )　 

※メールの場合、全てのファイルを添付してください。 

※標題は、 

「（団体等の名称）　「阪南市市民協働・共創事業提案制度」応募（仮提出）」…仮提出 

「（団体等の名称）　「阪南市市民協働・共創事業提案制度」応募（正式提出）」…正式提出 

と記載してください。 

仮 提 出…令和７（202５）年６月６日（金）１７時００分　必着 

正式提出…令和７（202５）年６月３０日（月）１７時００分　必着 

※開庁時間は月曜日から金曜日（祝日を除く）　８時４５分～１７時１５分 



- 11 - 

９．審査・選考　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 

（１）書類確認（協働事業の要件確認） 

提出書類を受付した後、書類の不備等がなければ、受付します。 

内容に不明点等がある場合は、提案団体、事業担当課に意見聴取等を行いま

す。 

協働事業の要件確認（実施要綱第３条、第４条）を行った後、その結果を、

阪南市市民協働・共創事業提案制度公開プレゼンテーション（参加・不参加）

決定通知書により、提案団体に通知します。（実施要綱第９条） 

 

（２）公開プレゼンテーション 

協働事業の透明性を図るとともに提案内容を広く市民の皆さんに周知するた

め阪南市市民協働・共創事業提案制度公開プレゼンテーション（以下、「公開

プレゼンテーション」という。）を実施します。 

公開プレゼンテーションには、提案団体と事業担当課が各々２人以内出席

し、協働事業についての説明やＰＲを行っていただきます。また、審査部会

（※）が企画書等やプレゼンテーションの内容について質問を行います。 

提案団体は、公開プレゼンテーションに出席することとし、欠席の場合、協

働事業は不採択とします。（実施要綱第１０条） 

・審査部会員には、提出書類（①～⑧）については、審査のため配付します。 

・また、公開プレゼンテーションの際、提出書類（①②③）傍聴者へも配付し

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(※)審査部会…阪南市市民協働推進委員会委員長及び委員会条例第３条第２項の

各号に定める、学識経験のある者より１名、公共的団体等の代表者より２名、市

民より１名ずつ推進委員長が選任する者で構成している。
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（３）選定基準 

 

（４）選定協議 

公開プレゼンテーションで説明が行われた協働事業は、審査部会にて選定基

準等に基づき、成案化に向けた協議に進めるか否か等の協議を行い、その協議

の選定結果等について市長に提言を行います。（実施要綱第１１条） 

 

 審査項目 審査のポイント

 

１．有効性・社会性

①課題を的確に把握し、事業内容・方法がその解決に有効なもの

となっているか。 

②受益者が、明確となっており、幅広い市民に賛同されるか。 

③地域のまちづくりやコミュニティに役立っているか。

 

２．協働性

④市と提案団体が協働で取り組むことによって、より効果を生み

出すことができるか。 

⑤事業の取り組みのために、市との「協働」という手法が適正で

あるか。 

⑥市と提案団体の役割分担は明確かつ適切になっているか。 

⑦総合計画における｢現状」や「課題｣を踏まえているか。また市

との協働事業であることを考慮し、総合計画との整合性がとれ

ているか。

 

３．実現性
⑧設定している目標は適切か。 

⑨事業は具体的な内容となっているか。

 
４．予算の適当性 ⑩実現可能で、継続性を考慮した予算積算であるか。

 
５．団体能力 ⑪提案団体が事業を担う体制、能力、知見を有しているか。

 

６．創意工夫性

⑫提案団体ならではの特性を活かした創意工夫性はあるか。 

　また、団体等の視点や発想を活かした創造的・魅力的な事業で

あるか。
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１０．協働事業の決定・実施　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

（１）成案化に向けた協議に進める事業の決定 

市長は、審査部会からの提言を踏まえ、成案化に向けた協議に進めるか否か

について決定し、当該決定の内容を、阪南市市民協働・共創事業提案制度に基

づく成案化協議の開始に関する決定通知書により通知します。ただし、成案化

に向けた協議に進めると決定する場合において、条件を付する場合がありま

す。 

条件を付して決定された協働事業について、当該条件に沿って事業を行うこ

とができないと判断した場合は提案を取り下げることができます。（実施要綱

第１２条） 

 

（２）成案化に向けた協議 

成案化に向けた協議を開始すると決定した提案団体及び協働事業の事業担当

課は、成案化に向けた協議を行います。 

協議後、提案団体は事業担当課と行った協議の内容を市に報告します。（実

施要綱第１３条） 

 

（３）成案化事業の決定 

協議の内容を受けて、協働により事業を行うことが可能と判断した場合は、

阪南市市民協働・共創事業提案制度に基づく成案化事業の決定通知書により提

案団体に通知します。（実施要綱第１４条） 

 

（４）成案化事業の実施 

成案化事業の実施に当たって必要な事項は、提案団体及び事業担当課が協議

して決めます。（実施要綱第１６条） 

なお、成案化事業は予算の範囲内で、行うこととなります。 

また、市の財政状況等の要因により、予算の確保ができない場合は、提案さ

れた事業が実施できない場合もあります。（２年目以降の予算も同様としま

す。） 
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予算措置の必要がない場合は、翌年度を待たずに実施することができます。 

成案化事業の実施途中で、成果などについて確認する会議等を行い、お互い

の意思疎通を図りながら事業を実施します。 

委託する場合は、予算確定後、地方自治法や関係法令に基づいて、提案団体

と業務に関する契約を締結します。 

 

 

（５）協働事業の経費の精算について（市民自由提案(補助金)の場合）　 

事業実施結果報告書の提出後、市が補助金額を確定させ提案団体に通知しま

す。 

確定額が交付済みの金額より少ない場合（交付済み金額が余る場合）には、

補助金の清算が必要です。 

 

（６）成案化事業の評価 

成案化事業の実施から一定期間経過後、「協働によるまちづくり」を推進す

るため、事業の成果等を市民などに広く伝える報告会を行います。提案団体と

事業担当課は、成案化事業の成果を共有するとともにそれぞれが評価を行った

上で、報告会にて報告を行います。 

報告会には、審査部会が出席して、成案化事業に対する評価を行い、市長に

報告します。（実施要綱第１７条）また、傍聴者からの質問も受け付けます。 

継続して事業を実施している場合、毎年度、事業成果等について、「評価シ

ート」を用いて、評価を行う必要があります。 

 

●協働事業の実施内容を休止・廃止するとき 

事業費を要しない事業について、やむを得ない場合で事業を休止・取り下げ

する場合には、あらかじめ市長に届出をする必要があります。（実施要綱第１

８条） 

事業の休止期間は、届出が承認されてから最大１年間とする。 
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１１．情報の公開　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 

市は、個人情報に配慮した上で、市ウェブサイト等で次の内容を公開しま

す。（実施要綱第１９条） 

　①提出された協働事業の名称、提案団体及び事業概要等 

②公開プレゼンテーション審査の結果 

③成案化事業の実施状況等 

④成案化事業の成果報告等 

 

 

 

 

 

 

 



- 16 - 

１２．「市設定テーマ」　募集事業　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 

 

 
部名 未来創生部

 
所管課（室・施設） 企画課

 市設定テーマ事業名 

※既存事業
尾崎駅周辺賑わい創出事業

 

募集内容 

（仕様の概要）

本業務は、尾崎駅周辺のエリア価値向上をめざし、公民が連携して

まちづくりに取り組むための仕組みづくりや、具体的なアクション

プランの検討を行っています。令和 7 年度には、尾崎駅周辺の賑わ

いを創出するための社会実験を計画しており、令和 6 年度の内容を

踏まえた社会実験を実施します。この社会実験の結果を踏まえ、次

年度以降も継続して賑わい創出の取り組みを行うため、他の市民や

団体とともに、尾崎駅周辺の賑わい創出につながる取組を実施して

いただける団体・事業者を募集します。

 
委託想定年数 

※最大３年

　令和 8 年　４　月　１　日　　～　　令和 9　年　３　月　３１　

日　（　１年間　）　

 

委託金額 

（予定）

　年額　1,870,000 円　

 

直近（令和５年度） 

の委託金額

（　年額　3,480,000 円　）

 

募集理由 

テーマのねらい 

（ポイント）

本市では、官民が連携してまちづくりを進めることをめざしていま

す。そのため、エリアマネジメントの考え方を導入し、利害関係者

が主体的に管理・運営するエリアプラットフォームの形成をめざし

ています。今後は、エリアプラットフォームへの参画者が主導する

まちづくりを実現し、地域の賑わい創出につなげることを目的とし

ています。
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 部名 生涯学習部

 所管課（室・施設） 生涯学習推進室

 市設定テーマ事業名 

※既存事業
野外活動広場（桜の園）管理運営事業

 

募集内容 

（仕様の概要）

鳥取池に隣接した公共用地（一部民有地）を社会教育資源として有

効活用し、市民等に野外活動の場を提供するため、鳥取池緑地桜の園

の運営及び維持管理を行う。 

【業務内容】 

（１）施設（便所、炊事場、カマド、駐車場、水道設備等）の清掃及

び営繕業務 

（２）施設内の除草、害虫駆除、木々の剪定業務 

（３）給水施設への水補給業務 

（４）施設利用者の安全対策業務 

（５）事業の報告・経理事務等の管理運営業務 

（６）前各号に掲げるもののほか、事業の運営について必要な業務

 

委託想定年数 

※最大３年

　令和　８年　４　月　１　日　　～　令和　１１年　３　月　３

１　日　（　３年間　）　

 委託金額 

（予定）
　年額　２０７，０００円　

 直近（令和５年度） 

の委託金額
年額　１６６，０９４円　

 

募集理由 

テーマのねらい 

（ポイント）

当該事業については、令和元年度に「はなてぃアクション～阪南

市行政サービス協働化制度～」に基づく市民団体の提案を採択し、

公民の役割分担の明確化、可能な限りの民営化に努めることとし

て、令和２年度から令和４年度までの３年間、当該市民団体に管理

運営事業を委託してきた。 

市民協働の新しいモデルとして、令和５年度から令和７年度まで

の３年間、市民協働・共創事業提案制度として当該市民団体に管理

運営事業を委託してきた。今後の継続・発展が期待できる事業であ

ることから、令和８年度以降の委託先を新たに募集するものであ

る。
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部名 生涯学習部

 
所管課（室・施設） 生涯学習推進室

 市設定テーマ事業名 

※既存事業
放課後の子どもの居場所事業

 

募集内容 

（仕様の概要）

阪南市内において小・中学生の全児童・生徒に対し、ありのまま

の自分で居られ、休息を取り戻し、自由に友だちとあそび、安心し

て人間関係を作りあうことができる「子どもの居場所」を地域に確

保し、存続させる。

 委託想定年数 

※最大３年

　令和　８年　４月　１日　　～　　令和１１年　３月３１日　

（　３年間　）　

 
委託金額 

（予定）

年額　４７６，０００円　 

※委託料の内訳については、「大阪府教育コミュニティづくり推進

事業費補助金対象経費」に限定する。

 直近（令和５年度） 

の委託金額
　年額　４７６，０００円　

 

募集理由 

テーマのねらい 

（ポイント）

①地域社会のニーズに応えるため 

少子高齢化や人口減少の進展、地域のつながりが希薄化している

中で、放課後に子どもたちが安全に過ごせる居場所が求められてい

る。地域のニーズに応じた支援を行うことで、子どもたちが安心し

て成長できる環境を整える。 

②子どもたちの健全育成 

放課後の居場所を提供することで、子どもたちが多様な経験を積

む機会を増やし、社会性やコミュニケーション能力を育むことがで

きる。これにより、将来の地域社会を担う人材育成にもつながる。 

③地域資源の活用と協働の促進 

「阪南市市民協働・共創事業提案制度」を通じて、地域住民や団

体との協力関係を築くことができる。地域資源を最大限に活用し、

協働・共創により子どもたちを支える取り組みを進めることで、地

域全体の絆を深めることが期待できる。 

④持続可能な事業運営の確立 

補助金を活用することで、安定した運営が可能となり、事業の持

続性が高まることで、長期的な視点で子どもたちへの支援を行うこ

とができ、地域社会全体の発展にも寄与することが期待できる。
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１３．様式　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 

様式第１号（第８条関係） 

  　　　　年　　月　　日　　 

　阪南市長　　様 
 

阪南市市民協働・共創事業提案申込書（新規提案・新展開  (※)提案） 
（※　継続した提案について、これまで実施した事業を見直し、継続実施することで新た

な展開を生み出すとして、「新展開提案」と定義しています。） 
 

市との協働事業について、以下のとおり提案します。 

 

 

 n 事業について 

（詳細は、阪南市市民協働・共創事業企画書（様式第２号）をご記入ください。）

 事 業 の 名 称 　

 
提 案 の 区 分 

（ い ずれ か に 〇）

・市民自由提案部門

 ・市設定テーマ部門 
〔テーマ名：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〕

 団体について（詳細は、団体概要書（様式第３号）をご記入ください。）

 団 体 の 名 称 　

 団 体 の 所 在 地

 代表者

 役職名・名前 　

 
連 絡 先

TEL(　　　)　　　―　　　　　　FAX(　　　)　　　― 

E-mail

 住 所 〒

 連絡責任者（代表者と同じ場合は、記入の必要はありません。）

 役職名・名前 　

 
連 絡 先

TEL(　　　)　　　―　　　　　　FAX(　　　)　　　― 

E-mail

 住 所 〒

 共同提案者について（詳細は団体概要書（様式第３号）をご記入ください。） 
※共同提案者がいる場合は、ご記入ください。

 団 体 の 名 称 　

 団 体 の 所 在 地

 代表者

 役職名・名前 　

 
連 絡 先

TEL(　　　)　　　―　　　　　　FAX(　　　)　　　― 

E-mail

 住 所 〒

 n これまで実施した事業について 



- 20 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 （「新展開提案」を選択された場合のみ記入）

 事 業 名

 事 業 期 間 　　年　　月　　日　～　　　年　　月　　日　～

 担 当 課

 
事 業 の 概 要

 

事 業 の 評 価

成果（達成できたこと）： 

 

 

 

 

 

 

課題（達成できなかったこと）： 

 

 

 

 

 

 

課題の解決に向けて（なぜ、継続したいのか）： 
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様式第２号（第８条関係） 

 

阪南市市民協働・共創事業企画書（新規提案・新展開提案） 

提案内容 

 事業の詳細 現状と課題 

 

 

 

 

 事業の目的（最終的にめざすもの）や目標（事業期間内に達成したい

こと） 

 

 

 

 実施期間 　　年　　月　　日　～　　　年　　月　　日 

(※委託費の事業については、最大３年間)

 対象者 

人数 

規模　など

 

 

 実施経費（予定） 

（※経費は、いずれか

に金額を記載）

Ａ「市民自由提案部門」 

　　　　          　　　　円　　 

 Ｂ「市設定テーマ部門」 

　　　          　　　　　円

 実施内容 

 

※１　できる限り詳細

に記入してください。 

 

※２　空白には、団体

として、阪南市市民協

働・共創事業提案制度

に取り組む年数を記入

してください。 

（１）【ステップ１（　　年）】※２ 

 

 

 

 （２）【ステップ２（　　年）】※２ 

 

 

 

 （３）【ステップ３（　　年）】※２ 
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事業見積り（事業費の概算） 

※記入内容が多い場合、「別紙」（任意様式）でも結構ですので、できる限り具体的に記載してくださ

い。 

 

 実施体制  

 

 

 

 役割分担 提案団体の担う役割（提案団体は具体的には何をしますか。） 

 

 

 

 市の担う役割（市へ求める役割は何ですか。） 

 

 

 

 協 働 す る 

相乗効果・メリット

市 ： 

 

 

 団体 ： 

 

 

 市民 ： 

 

 

 ＰＲしたいこと  

 

 



- 23 - 

 

＜１年目実施＞ 

（収入の部） 

 

（支出の部） 

 

＜２年目実施＞ 

（収入の部） 

 

（支出の部） 

 

 費　目 予　　算　　額 積　　　算　　　根　　　拠

 

 

 

 
合　計

 費　目 予　　算　　額 積　　　算　　　根　　　拠

 

 

 

 

 

 
合　計

 費　目 予　　算　　額 積　　　算　　　根　　　拠

 

 

 

 
合　計

 費　目 予　　算　　額 積　　　算　　　根　　　拠

 

 

 

 

 

 
合　計
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＜３年目実施＞ 

（収入の部） 

 

（支出の部） 

 

事業担当課意見　 

 

※「事業担当課意見」については、「仮提出」の際は記入不要ですが、「本提出」の際には、必ず記入が

必要です。 

事業担当課と協議し、事業担当課が記載した上で、ご提出ください。 

 費　目 予　　算　　額 積　　　算　　　根　　　拠

 

 

 

 
合　計

 費　目 予　　算　　額 積　　　算　　　根　　　拠

 

 

 

 

 

 
合　計

 経費の種別 

（市民自由提案部門の場合） [　　委託費　　　・　　　補助金　　]

 提案実施上の課題及び実現性  

 

 

 

 

 

 団体に対する意見  
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様式第３号（第８条関係） 

 

　　　　　　　　団 体 概 要 書 

 

記入内容が多い場合、「別紙」（任意様式）でも結構ですので、できる限り具体的に記載してください。 

※直近の活動報告書及び収支決算書、定款、規約、会則等を添付すること。 

 

 

 

団 体 の 名 称
１．事業者　２．NPO法人　３．市民公益活動団体　４．その他

 

 

団
体
の
概
要

構 成 員 数

会員数　　　人 専従職員　　　人 非専従員　　　　人

 
役員数　　　人 うち有給職員　人 うち有給職員　　人

 
設 立 年 月 年　　月 法　人　年　月 年　　　月　

 

活 動 の 目 的
 

 

主 な 活 動 内 容
 

 

年 間 事 業 費
直近年度の決算総額　　　　　　　　　　　　円 

内訳 

 

事
業
実
績

実 績 年 度
内 容 

（事業名、協働先、場所、対象、予算、参加者数など）

 

行 政 と の 

協 働 実 績

 　 

 

 

 

 

上 記 以 外 の 

事 業 実 績
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様式第４号（第９条関係） 

 

年　　月　　日　　 

　　　　　　　　様 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　阪　南　市　長 

 

阪南市市民協働・共創事業提案制度公開プレゼンテーション（参加・不参加）決定通知書 

 

　貴団体より提案のありました事業につきまして、下記のとおり通知します。 

 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　記 

 

 

 

 

 提案のあった事業について

 

事 業 の 名 称 　
受 付 日 　　　年　　月　　日

 整理番号 　

 

提 案 の 区 分

□市民自由提案部門

 
□市設定テーマ部門　〔テーマ名：　　　　　　　　　　　　　　　　　〕

 結果

 
□ 公開プレゼンテーションへの参加を決定します。

 
□ 以下の理由により、公開プレゼンテーションには進めません。　

 

　

理

由

□提案できる団体の要件に合致しないため

 □募集する協働事業の要件に合致しないため　

 

□その他　（理

由：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
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様式第５号（第１２条関係） 

 

年　　月　　日 

 

　　　　　　　　　　様 

  

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　阪　南　市　長 

 

阪南市市民協働・共創事業提案制度に基づく成案化協議の開始に関する決定通知書 

 

　貴団体より提案のありました事業につきまして、下記のとおり通知します。 

 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　記 

 

 

 

 

 
整 理 番 号 　 団体の名称 　

 
事 業 の 名 称

　 

 

提 案 の 区 分

□市民自由提案部門

 
□市設定テーマ部門　〔テーマ名：　　　　　　　　　　　　　　　　〕

 

評 価 結 果

□　成案化に向けた協議に進める事業に決定します。

 
□　成案化に向けた協議に進める事業に、以下の条件を付して決定します。

 

　

条件

 
□　残念ながら、成案化に向けた協議に進める事業に該当しません。

 

　

理由

 
備考
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様式第６号（第１４条関係） 

 

年　　月　　日 

 

　　　　　　　　　　様 

  

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　阪　南　市　長 

 

阪南市市民協働・共創事業提案制度に基づく成案化事業の決定通知書 

 

　貴団体より提案のありました下記の事業につきまして、阪南市市民協働・共創事業提案制度に基づく

成案化事業に決定しましたので通知します。 

　なお、予算が確定後、具体的な実施の内容について、今後協議を行うこととします。 

 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　記 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
整 理 番 号 　 団体の名称 　

 

事 業 の 名 称 　

 

提 案 の 区 分

□市民自由提案部門〔　委託費　／　補助金　〕

 
□市設定テーマ部門　〔テーマ名：　　　　　　　　　　　　　　　　〕　　　〕
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様式第７号（第１８条関係） 

 

年　　月　　日 

 

阪南市長　様 

 

提案団体　　所在地 

団体名 

代表者名 

 

 

阪南市市民協働・共創事業提案制度における成案化事業休止・取り下げ届出書 

 

年　　　月　　　日付けにて成案化事業の決定通知のあった事業について、下記のとおり事業

を（　休止　／　取り下げ　）したく届出します。 

 

記 

※休止の場合 

※取り下げの場合 

 

 

 
事 業 の 名 称

  

休 止 事 由

 
休 止 期 間

  

取 り 下 げ 事 由
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阪南市市民協働・共創事業提案制度実施要綱 

平成２５年４月１日決裁　 

令和２年４月１日一部改正 

令和５年１月３０日一部改正 

令和５年４月２１日全部改正 

令和６年８月２１日一部改正 

 

（目的） 

第１条　この要綱は、市民公益活動団体及び事業者（以下「団体等」という。）の専門性及び柔軟性等を

活かした公益的な事業の提案を募集し、提案された事業を市と協働で行う市民協働・共創事業提案

制度（以下「提案制度」という。）を実施することにより、市民の市政への参画を促進し、もって市

民との協働によるまちづくりを推進することを目的とする。 

（定義） 

第２条　この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。 

(1)　市民公益活動 市民（事業者を含む。）の自発性及び自主性に基づいた活動であって、不特定多数

の市民や社会の利益の増進に寄与する非営利活動をいう。ただし、次に該当するものを除く。 

ア　宗教の教義を広め、儀式行事を行い、及び信者を教化育成することを主たる目的とするもの 

イ　政治上の主義を推進し、支持し、又はこれに反対することを主たる目的とするもの 

ウ　特定の公職（公職選挙法（昭和２５年法律第１００号）第３条に規定する公職をいう。）にある

者若しくは候補者（当該候補者になろうとする者を含む。）又は政党を推薦し、支持し、又はこれ

らに反対することを目的とするもの 

(2)　市民公益活動団体 特定非営利活動法人、ボランティアグループ、市民活動団体及び自治会等の

市民公益活動を行う団体をいう。 

(3)　協働事業 団体等及び市が、互いの特性を尊重しながら、それぞれの責任と役割分担に基づき取

り組む公益的な事業をいう。 

(4)　この要綱における協働の形態は、次に掲げるものとする。 

　　ア　委託    

　　イ　共催　　　　 

　ウ　事業協力 

　　エ　実行委員会 

　　オ　補助 

（提案できる団体等の要件） 

第３条　提案事業を提案することができる市民公益活動団体は、次に掲げるいずれの要件も満たすもの

とする。 

　(1)　市内に事務所又は活動拠点があり、市内で市民公益活動を行っていること。 

(2)　団体として、原則５人以上で構成し、１年以上の活動実績があること。 

(3)　組織の運営に関する定款、規約又は会則等の定めを有していること。 

(4)　適切な会計処理が行われていること。 

(5)　原則として、市より事業に関する補助金の交付を受けていないこと。 

(6)　特定の公職（公職選挙法（昭和２５年法律第１００号）第３条に規定する公職をいう。）にある者

若しくは候補者（当該候補者になろうとする者を含む。）又は政党を推薦し、支持し、又はこれらに
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反対することを目的とする団体ではないこと。 

　(7)　暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関す法律（平成３年法律第７７号）第２条第２号

に規定する暴力団をいう。）又は暴力団若しくはその構成員（暴力団の構成団体の構成員又はその構

成員でなくなった日から５年を経過しない者を含む。）の統制下にある団体でないこと。 

(8)　無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律（平成１１年法律第１４７号）第５条及び

第８条の規定による処分を受けている団体又はその構成員の統制下にある団体でないこと。 

２　提案事業を提案することができる事業者は、前項の規定に加え、次に掲げるいずれの事項にも該当

しないものとする。 

　(1)　地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号以下「政令」という。）第１６７条の４第１項に規定

する市が一般競争入札に参加させることができない者 

　(2)　政令第１６７条の４第２項の規定により、現に資格停止の処分を受けている者 

　(3)　応募開始の日から採用決定の日までに、阪南市入札参加停止要綱（平成１３年阪南市訓令第１２

号）に基づく、入札参加停止の措置を受けている者 

　(4)　地方自治法（昭和２２年法律第６７号。以下、「法」という。）第２４４条の２第１１項の規定に

より、市又は他の地方公共団体から指定を取り消された者又は応募開始の日から採用決定までの間

に業務の停止を受けている者 

(5)　応募開始の日から採用決定の日までの間に、会社更生法（平成１４年法律第１５４号）第１７条

の規定による更生手続開始の申立てをしている者又は申立てをなされている者（同法第４１条第１

項の更生手続開始の決定を受けた者を除く。） 

(6)　応募開始の日から採用決定の日までの間に、民事再生法（平成１１年法律第２２５号）第２１条

の規定による再生手続開始の申立てをしている者又は申立てをなされている者（同法第４１条第１

項の更生手続開始の決定を受けた者を除く。） 

(7)　国税及び地方税を滞納している者 

３　第１項第１号の規定にかかわらず、市内に事務所又は活動拠点がない団体等が提案しようとする場

合、前２項に規定する要件を満たす団体等と共同提案しなければならない。　 

（対象となる事業の要件） 

第４条　提案制度の対象となる協働事業（以下「協働事業」という。）は次に掲げるいずれの要件も満た

す事業とする。 

(1)　団体等が当該事業を企画し、市との協働により実施可能な事業であること。 

(2)　協働の役割分担が明確かつ適正で、実施することにより相乗効果を生み出すことができ、具体的

な効果や成果が期待できる事業であること。 

(3)　予算の見積り等が適正である事業であること。 

(4)　阪南市総合計画の方向性に沿った事業であること。 

２　前項の規定にかかわらず、協働事業が次の各号のいずれかに該当するときは、提案制度の対象とし

ないものとする。 

(1)　法令、条例等に違反するもの 

(2)　営利を主たる目的とするもの 

(3)　公序良俗に反するもの 

(4)　市の施策への要望並びに団体の運営への支援を求めるもの 

（協働事業の募集） 

第５条　協働事業の募集（以下「募集」という。）は、次に掲げる区分により公募で行うものとする。 

(1)　市民自由提案部門　団体等の自由な発想によって具体的な協働事業を提案するもの 
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(2)　市設定テーマ部門　市が提示したテーマに対して、団体等が具体的な協働事業を提案するもの 

２　募集は、原則として市の広報誌及びウェブサイトへの掲載その他市長が適当と認める方法により行

うものとする。 

　（協働事業の期間） 

第６条　提案する事業期間の上限は３年間とし、４年目以降に向けての同一団体等による同一事業・同

一内容の再提案は不可とする。 

　（経費） 

第７条　市設定テーマ部門に係る事業経費は、募集を行うテーマごとの委託費を上限とすること。 

２　市民自由提案部門に係る事業経費は、事業実施の内容によって次の２種類に分類するものとする。 

　(1)　委託費 

　(2)　補助金等 

３　前項第２号に規定する補助金等の交付対象経費、交付額、交付率は、別表のとおりとする。 

（協働事業の提案） 

第８条　提案制度に提案しようとする団体等（以下「提案団体」という。）は、次に掲げる書類を市長に

提出しなければならない。 

(1)　阪南市市民協働・共創事業提案申込書（新規提案・新展開提案）（様式第１号） 

(2)　阪南市市民協働・共創事業企画書（新規提案・新展開提案）（様式第２号） 

(3)　団体概要書（様式第３号） 

(4)　定款、規約又は会則その他これらに類するもの 

(5)　役員名簿 

(6)　団体の経営状況を示す資料 

(7)　団体の活動状況を示す資料 

(8)　その他市長が必要と認める書類 

（協働事業の要件確認） 

第９条　市長は、前条の規定により提出のあった書類の確認を行う際、第３条及び第４条に規定する要

件について確認を行うものとする。 

２　市長は、内容に不明な点等がある場合は、当該提案団体及び当該事業の主たる担当課（以下「事業担

当課」という。）から意見聴取等を行うことができるものとする。 

３　市長は、書類確認の結果、要件を満たしていると認めるときは、阪南市市民協働・共創事業提案制度

公開プレゼンテーション（以下、「公開プレゼンテーション」という。）を実施するものとする。ただ

し、要件を満たしていないと認めるときは、不採択とするものとする。 

４　市長は、前項の結果を阪南市市民協働・共創事業提案制度公開プレゼンテーション（参加・不参加）

決定通知書（様式第４号）により提案団体に通知するものとする。 

（審査） 

第１０条　阪南市市民協働推進委員会提案審査部会設置要綱（平成２５年７月１９日決裁）に基づき設

置されている阪南市市民協働推進委員会提案制度審査部会（以下「審査部会」という。）は、第９条第

３項の規定により実施される公開プレゼンテーションにより協働事業の審査を行うものとする。 

２　公開プレゼンテーションには、提案団体と事業担当課が出席して協働事業について説明を行うもの

とする。 

３　公開プレゼンテーションに参加しない提案団体については、辞退したものとみなし、協働事業につ
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いても不採択とするものとする。 

（選定協議） 

第１１条 審査部会は、公開プレゼンテーションで説明が行われた協働事業に関し、別に定める選定基

準等をもとに、次に掲げる事項について審査するものとする。 

(1)　成案化に向けた協議の可否 

(2)　その他市長が必要と認める事項 

２　前項の規定による審査部会の審査は、非公開とする。 

３　審査部会は、審査の結果を踏まえて、成案化に向けた協議に進める事業の選定結果等について市長

に提言を行うものとする。 

（成案化に向けた協議に進める事業の決定等） 

第１２条　市長は、前条第３項の選定結果等を参考に、成案化に向けた協議の開始の可否について決定

し、当該決定の内容を、阪南市市民協働・共創事業提案制度に基づく成案化協議の開始に関する決定

通知書（様式第５号）により提案団体に通知するものとする。 

２　市長は、前項に規定する成案化に向けた協議の開始を決定する場合において、条件を付することが

できる。 

３　提案団体は、前項に基づき条件を付された協働事業について、当該条件に沿って協働事業を行うこ

とができないと判断した場合には、提案を取り下げることができる。 

（成案化に向けた協議） 

第１３条　前条第１項の規定により成案化に向けた協議を開始すると決定した提案団体及び事業担当課

は、成案化に向け誠実に協議を行い、その内容を市長へ報告するものとする。 

２　前条第２項の規定により条件が付されている場合は、付された条件を満たし事業の実施が可能な旨

の協議結果を市長へ報告するものとする。 

（成案化事業の決定） 

第１４条　市長は、前条の規定による報告を確認し、協働により事業を行うことが可能と判断した場合

は、阪南市市民協働・共創事業提案制度に基づく成案化事業の決定通知書（様式第６号）により提案

団体に通知を行うものとする。 

２　第７条第２項第２号に規定する経費による協働事業については、１提案のみを採択するものとす

る。ただし、事業経費を要さない協働事業については、この限りでない。 

　（成案化された事業の取扱い） 

第１５条　前条の規定により成案化事業に決定した事業について、その経費が委託費の場合、事業に係

る予算要求は事業担当課が行い、予算案が議会において可決承認されたのち、提案団体と事業担当課

は委託契約を締結するものとする。 

（成案化事業の実施） 

第１６条　阪南市市民協働・共創事業提案制度に基づく成案化事業（以下「成案化事業」という。）の

実施に当たって必要な事項は、提案団体及び事業担当課が協議して定めるものとする。 

（成案化事業の評価） 

第１７条　提案団体及び事業担当課は、毎年成案化事業の成果等を共有するとともに、それぞれが成果
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等に対する評価を行うものとする。 

２　市長は、提案団体及び事業担当課の出席を求めて、公開により成案化事業の報告会を実施すること

ができる。 

３　審査部会は、前項の規定による報告会を受けて、成案化事業に対する評価を行い、市長に報告を行

うものとする。 

　（成案化事業の休止、取り下げ） 

第１８条　事業経費を要しない事業について、提案団体及び事業担当課は、協議のうえ成案化事業を休

止若しくは取り下げをすることができるものとし、事業を休止する場合、提案団体はあらかじめ市長

に阪南市市民協働・共創事業提案制度における成案化事業休止・取り下げ届出書（様式第７号）によ

り届出なければならない。 

２　市長は、前項の規定により届出された内容を確認し、適当と認めるときは、事業休止の承認を行

い、提案団体にその旨を通知するものとする。 

３　休止の期間は、届出が承認されてから１年間を最大とする。 

（情報公開） 

第１９条　市長は、個人情報に配慮したうえで、次に掲げる事項を市のウェブサイトへの掲載その他市

長が適当と認める方法により公開するものとする。 

(1)　提出された協働事業の名称、提案団体及び事業概要等 

(2)　公開プレゼンテーション審査の結果 

(3)　成案化事業の実施状況等 

(4)　成案化事業の成果報告等 

（その他） 

第２０条　この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定めるものとし、補助金の交付に

関しては、阪南市補助金等交付規則（平成２２年阪南市規則第１号。）に定める。 

 

附　則 

この要綱は、決裁の日から施行する。 

　　　附　則 

　この要綱は、決裁の日から施行する。 

　附　則（令和２年４月１日決裁） 

　この要綱は、決裁の日から施行する。 

附　則（令和５年１月３０日決裁） 

　この要綱は、決裁の日から施行する。なお、施行日前になされた第１４条第２項に規定する本事業実

施に係る成案化事業の実施については、従前の例による。 

　　　附　則（令和５年４月２１日決裁） 

　この要綱は、決裁の日から施行する。 

附　則（令和６年８月２１日決裁） 

　この要綱は、決裁の日から施行する。 
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市民活動センター“夢プラザ”について 

 

 

市民活動センター“夢プラザ”をご利用ください。 

 

　市民活動センター夢プラザは、阪南市内で活動されている方がいきいきと活動できる

ように場所や情報、交流や学習の機会を提供します。 

　 

　市民公益活動に興味のある人、これから始めたいと思っている人やさらに活動の充実

をはかりたい人など、ぜひご活用ください。 

 

　活動に関する相談も随時受付ていますので、お気軽にご利用ください。 

 

　また、アイデアを作り上げるツールとして、「まちづくりを一緒に取り組むための種

シート」を市民共創課と市民活動センター“夢プラザ”に用意しております。 

「事業内容の精査はできていないけれど、社会の役に立つアイデアを持っています」

など、応募書類とは違い、具体性がなくても構いません。 

事前相談の際にこの種シートをお使いいただくのも有効で、そこから徐々に具体化に

向けてブラッシュアップをしていきましょう。（種シートについては、様式に記載） 

 

市民活動センター“夢プラザ” 

住所：阪南市尾崎町１丁目１８番１５号（阪南市地域交流館３階） 

電話：072-471-1030（直通） 

E-MAIL： info@yumeplaza-hannan.com 
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種シートについて 

 

✿　まちづくりを一緒に取り組むための 

 

種シート　✿ 

　　　　　　　　提出日：　　　年　　月　　　日 

 

 ✿団体の提案を

教え て く だ さ

い！ 

 

誰を対象にどのようなことを行うか教えてください。 

 

 

 

 

 

 

 

 ✿なぜ必要と思

いましたか？

 ✿提案に対して

の団体の強みは

何ですか？

 ✿団体としての

課題はあります

か？

 
お名前
ふ り が な  

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

 
ご連絡

先

ご住所　〒 

電話番号／ＦＡＸ　　　　　　　　　　　　　／ 

メールアドレス

団体用 

※個人用もあります。

※ご提案いただきました方の個人情報については、市民活動センター及び阪南市で管理します。またご提案を精査し、よりよいマッチングをさせていただく

ために、※市民協働推進委員会の委員も拝見する可能性がありますので、ご了承ください。 

※市民協働推進委員会：市民協働によるまちづくり及び市民公益活動の活性化の推進を図るために、学識経験者や公募市民などで構成する委員会。

たね

http://search.yahoo.co.jp/r/_ylt=A7YWNMlNcJ5Z1EsAtjODTwx.%3B_ylu=X3oDMTFsOXJzMTZ0BHBhdHQDZ2dsBHBvcwMzBHByb3ADZ2lzZWFyY2gEcXADBHNjA0RSBHNlYwNzYwRzbGsDaW1n/SIG=159qg13ta/EXP=1503656461/**https:/search.yahoo.co.jp/image/search?rkf=2&ei=UTF-8&gdr=1&p=%E3%82%A4%E3%83%A9%E3%82%B9%E3%83%88%2B%E8%8A%BD

